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規　　　　　　　　則

　 秋 田 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 月 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 五 十 二 号

　 　 　 秋 田 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 百 十 八 条 第 二 号 中 「 県 議 会 議 員 の 報 酬 お よ び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 」 を 「 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 に 関 す る 条

例 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 教 育 長 の 給 与 お よ び 旅 費 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 二 十 二 号 」 を 「 教 育

長 の 給 与 及 び 旅 費 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 十 七 号 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 の 二 第 九 十 九 号 の 四 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 九 十 九 の 四 　 汚 染 土 壌 処 理 業 許 可 申 請 手 数 料

　 別 表 第 二 の 二 中 第 三 百 八 号 を 第 三 百 十 二 号 と し 、 第 三 百 三 号 か ら 第 三 百 七 号 ま で を 四 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 百 二 号 を

第 三 百 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

　 三 百 四 　 年 少 射 撃 資 格 認 定 手 数 料

　 三 百 五 　 年 少 射 撃 資 格 認 定 証 の 書 換 え 又 は 再 交 付 手 数 料

　 三 百 六 　 年 少 射 撃 資 格 認 定 講 習 手 数 料

　 別 表 第 二 の 二 中 第 三 百 一 号 を 第 三 百 二 号 と し 、 第 三 百 号 を 第 三 百 一 号 と し 、 第 二 百 九 十 九 号 を 第 三 百 号 と し 、 第 二 百

九 十 八 号 を 削 り 、 第 二 百 九 十 七 号 を 第 二 百 九 十 九 号 と し 、 第 二 百 九 十 六 号 を 第 二 百 九 十 七 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号

を 加 え る 。

　 二 百 九 十 八 　 猟 銃 操 作 及 び 射 撃 技 能 講 習 手 数 料

　 別 表 第 二 の 二 中 第 二 百 九 十 五 号 を 第 二 百 九 十 六 号 と し 、 第 二 百 九 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 二 百 九 十 五 　 認 知 機 能 検 査 申 請 手 数 料

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 四 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 二 の 二 第 九 十 九 号 の 四 の 改 正 規 定 は 秋 田 県 土 壌

汚 染 対 策 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に 係 る 汚 染 土 壌 処 理 業 許 可 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋

田 県 条 例 第 六 十 九 号 ） の 施 行 の 日 か ら 、 第 百 十 八 条 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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